　２－５　北見市災害対策本部運営等規程事務取扱要領

別表３
災害情報等の収集分担
	担当部等
	情　報　の　内　容
	備　　　　考

	各部
自治区本部
本部事務局
	(1) 人的、住家等に関するもの
(2) 道路等の不通の状況
(3) 河川の水位等の状況
(4) 電話、電気、ガス等のライフラインに関する状況
(5) 急傾斜地等の崩壊、土石流及び地すべりの状況
(6) 所管する公共施設等に係る状況
(7) 応急措置の状況、出動人員等の状況
[bookmark: _GoBack](8) 必要な対策の要求に係る情報
(9) ＪＲ、私バス及び市営バスの運行に関する状況
(10) 避難場所の開設、運営等の状況
(11) 他の部の所管に関する災害情報等
(12) その他の災害情報等
	(2)及び(3)は、国又は北海道が管理する道路及び河川を含む。

	教育部
	(1) 学校の休校の状況
	国立、道立及び私立の学校を含む。

	上下水道部
	(1) 断水戸数、断水地域及び非常給水の状況
	

	消防部
	(1) 警防活動に伴う情報
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